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研究要旨： 

医療観察法 52 条鑑定の実態を把握したうえで、指定入院医療機関からの退院と同時に処遇終了となる

事例の指定入院医療機関からの申立ての基準や審判における判断基準を明らかにするために研究を行っ

た。指定入院医療機関から、52 条鑑定事例に関する情報を収集し、4 施設（回収率 80.0％）から 4 事例

の回答を得た。 

収集できた 52 条鑑定事例から得られた情報の範囲では、退院・入院継続の審判では、医療観察法によ

る医療の必要性の評価で問題とされる疾病性、治療反応性、社会復帰要因は、要件というよりは、要素と

して評価されている可能性が示唆された。また、指定入院医療機関から処遇終了の申立てを行う場合に考

慮すべきことについて、事例に基づいて考察した。疾病性だけを理由とした申立ては適切とはいえないこ

と、治療反応性の評価がもっとも重要であること、治療が尽くされていることを確認するためには他の指

定入院医療機関によるコンサルテーションの活用や 52 条鑑定の積極的な実施が有用と思われることを指

摘した。 

研究協力者（順不同、敬称略） 

椎名明大 千葉大学社会精神保健教育研究

センター 

 

Ａ．研究目的 

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ

た者の医療及び観察等に関する法律（以下、医

療観察法）」の施行によって、他害行為を行った

精神障害者のうち心神喪失等の状態で重大な他

害行為を行った者に対しては、特別法による処

遇が保証されることになった。医療観察法の施

行直後は、指定医療機関の不足や審判や鑑定結

果のばらつきなどの問題が指摘されていたが、

施行後 17 年以上が経過し、制度の運用は安定

してきている。入院期間は当初の想定より長期

化しているものの、司法の関与のもとに、早期

に社会復帰する対象者の増加や地域処遇中の再

他害行為の少なさなど対象者の円滑な社会復帰

の促進という医療観察法の目的が達成されてい

ることが示唆されている 1,2)。また、医療観察法

病棟では、多職種協働チームによる治療計画に

基づく医療などにより、従来の精神科医療では

社会復帰困難とされてきた患者であっても、治

療が奏功して社会復帰可能となる事例が少なく

ないことが明らかになっている 3)。 

医療観察法の対象者は、（1）重大な他害行為

を行っていること、（2）心神喪失者等と認定さ

れ刑を免れていること、（3）医療観察法による

医療が必要であること（疾病性、治療反応性、

社会復帰要因の 3 要件を満たしていること）、
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の 3 つの条件を満たしていることが必要とされ

ている。医療観察法では、対象者の処遇は、裁

判官と精神保健審判員（精神科医）による合議

体によって構成される審判によって決定される。

検察官による申立てに基づいて行われる当初審

判（医療観察法 42 条）では、先の 3 つ条件のう

ち、（1）（2）については合議体を構成する裁判

官によって、（3）については医療観察法鑑定書

をもとに、社会復帰調整官の作成する生活環境

調査報告書、精神保健参与員・検察官・対象者・

付添人の意見を参考として、裁判官と精神保健

審判員との合議によって判断される。 

医療観察法による医療のうち、入院による医

療は、指定入院医療機関の医療観察法病棟で提

供される。医療観察法病棟入院中の対象者の退

院・入院継続については、退院許可等の審判（医

療観察法 51 条）によって行われるが、その結果

は、（1）入院継続（51 条 1 項 1 号）、（2）退院

を許可し、地域処遇へ移行する（51条 1項 2号）、

（3）退院を許可し、医療観察法による医療を終

了する（51 条 1 項 3 号）の 3 種類がある。また、

医療観察法 52 条は、退院または入院継続に関

する審判について、裁判所が審判のために必要

と認める場合には、対象者に対する医療観察法

による医療の必要性について、精神保健判定医

等に鑑定（以下、「医療観察法 52 条鑑定」と略

記する）を命ずることができる旨を規定してい

る。 

指定入院医療機関は対象者が前記の 3 要件

（疾病性、治療反応性、社会復帰要因）を欠く

場合には、退院許可を申立て、地方裁判所は処

遇審判を行う。指定入院医療機関からの退院と

同時に処遇終了となる事例の割合は、指定入院

医療機関ごとにまた地域ごとにばらつきが存在

することが知られている 4)。医療機関の特性や

地域性の存在を考えると、ある程度のばらつき

は許容されるとしても、ばらつきを最小化する

ための努力は必要である。しかし、指定入院医

療機関や裁判所における処遇終了判断の基準、

審判のあり方は示されていない。また裁判所の

合議体は指定入院医療機関の意見を基礎に審判

を行うとされており、退院申立てに関する合議

体のチェック機能は限定的である。ドイツにお

ける精神病院収容処分の長期収容者の収容継続

要件の厳格化ならびに収容要件確認のための鑑

定の鑑定人を治療者から独立した専門家に限定

するという確認手続の厳密化は、長期入院対策

や処遇終了の適正化に重要な示唆を与える 5)。

こうした確認手続の厳密化という観点から、医

療観察法 52 条に基づき治療者から独立した第

3 者による鑑定を実施することの必要性が指摘

されている 4)。 

しかし、医療観察法 52 条鑑定については、実

施件数を含め、その実態は明らかではなく、そ

の実態を把握するための調査が必要である。 

本研究の目的は、医療観察法 52 条鑑定の実態

を把握したうえで、指定入院医療機関からの退

院と同時に処遇終了となる事例の指定入院医療

機関からの申立ての基準や審判における判断基

準を明らかにすることである。 

 

Ｂ．研究方法 

1. 調査対象 

令和 3 年度は、医療観察法の指定入院医療機

関となっている病院の医療観察法病棟医長であ

って、研究の趣旨を理解し、医療観察法 52 条鑑

定に関する予備調査に協力することに同意した

者（施設ごと 1 名）を対象とした。令和 4 年度

は、令和 3 年度の本研究で医療観察法 52 条鑑

定を経験したと回答した指定入院医療機関に入

院中に 52 条鑑定を受けた入院対象者の診療録

に記載された情報を対象とした。 

2. 調査方法 

令和 3 年度は、病棟開設以降、医療観察法 52

条鑑定が実施された事例の有無などについて回

答を求めた。 

令和 4 年度は、令和 3 年度の調査で医療観察

法 52 条鑑定の経験ありと回答のあった指定入
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院医療機関のうち研究協力への同意のあった施

設を対象に事例の詳細に関する調査を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は千葉大学医学研究院倫理審査委員会

より承認を得て実施している（承認番号 M10152、

M10396）。 

 

Ｃ．研究結果 

33 の指定入院医療機関のうち、23 施設より回

答を得た（回収率 69.7％）。医療観察法 52 条鑑

定の経験ありと回答した施設は 6 施設、治療困

難による転院事例の経験ありと回答した施設は

4 施設、両者ともにありと回答した施設は 2 施

設であった。 

52 条鑑定実施例ありと回答があり研究協力

への同意の得られた 5 施設のうち 4 施設（回収

率 80.0％）から、4 件の 52 条鑑定事例の情報を

取集することができた。収集した 52 条鑑定事

例 4 例の概要を以下に示す。 

（事例 A） 

【診断名】アスペルガー症候群（ICD-10 F84.5） 

【対象行為】傷害 

過去に医療観察法による入院処遇となり治療

反応性を理由に処遇終了・精神科病院転入院と

なった事例。再他害行為により入院処遇となっ

た。対象者・家族の医療に対する不信感があり、

病棟内では、対象者による性的逸脱行動が問題

となっていた。 

当初審判の統合失調症の診断から、アスペル

ガー障害へと変更され、入院 5 ヶ月後に疾病性

を理由に処遇終了申立が行われた。裁判所は、

疾病性がないとの判断に躊躇を覚えること、社

会復帰要因について、他害リスクが高まった場

合の介入方法が想定されていないことなどから

52 条鑑定の実施を決定した。52 条鑑定の結果

は、統合失調症を否定する根拠はなく、疾病性

がないとはいえないこと、これまでの治療経過

ならびに対象者・家族の医療不信が強いことか

ら、医療観察法の医療を継続することによる精

神障害の改善、症状の増悪の抑制は期待できず、

治療反応性は乏しいというものであった。社会

復帰調整官と付添人による調整が行われ、自宅

に退院し、自立支援施設の訪問ケアを受ける体

制が確保された。裁判所は、52 条鑑定の結果も

踏まえ治療反応性を理由に処遇終了とした。 

（事例 B） 

【診断名】統合失調症（ICD-10 F20） 

【対象行為】傷害 

家族の治療への理不尽な介入（使用する抗精

神病薬を指定し、担当医や病棟に恫喝の面会や

電話を繰り返す）が問題となった事例で、入院

3 年後に、これ以上の改善が見込めないという

理由で処遇終了申立が行われた。また、処遇終

了後については、以前通院していた病院への転

入院のための調整が行われていた。裁判所は、

52 条鑑定を実施し、その結果も踏まえ、十分な

治療反応性はないことを確認し、以前通院して

いた病院への転入院を前提として処遇終了とし

た。 

（事例 C） 

【診断名】統合失調症（ICD-10 F20.9） 

【副診断】小児性愛（ICD-10 F65.4）、軽度精

神遅滞（ICD-10 F70） 

【対象行為】強制わいせつ 

当初審判で統合失調症、軽度精神発達遅滞、

小児性愛の診断を受けている事例で、入院 2 年

後（3 回目の審判）に指定入院医療機関から、

統合失調症の可能性が低いこと、再他害行為防

止のための体制構築が必要である旨の意見を付

して入院継続の申立をしたところ、地方裁判所

では、統合失調症の診断を前提として疾病性、

治療反応性を検討し入院継続の決定となった。

対象者側から抗告がなされ、抗告審で、疾病性・

治療反応性について十分な審理を尽くしていな

いという理由で差し戻しとなり 52 条鑑定が行

われた。統合失調症の治療でもまだやれること

があるという 52 条鑑定の鑑定人の見解をもと
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に、審判では、通院決定とされ、対象者は鑑定

人の所属する指定通院医療機関に転入院した。 

（事例 D） 

【診断名】自閉症スペクトラム障害（ICD-10 

F84.9） 

【副診断】統合失調症（ICD-10 F20.9） 

【対象行為】殺人未遂 

当初審判では、統合失調症に広汎性発達障害

が合併していると判断された事例である。指定

入院医療機関の多職種協働チームは、統合失調

症の診断に否定的であったが、統合失調症を否

定することもできず、主診断を自閉症スペクト

ラム障害、副診断を統合失調症として治療を継

続していた。入院 1 年 7 ヶ月後（3 回目の審判）

に入院継続の申立を行ったところ、精神保健審

判員から、治療反応性がないので入院継続はで

きないという意見があり、52 条鑑定となった。

52 条鑑定の結果は、主診断は統合失調症であり、

今後も適切な治療により改善が見込まれること

など具体的な治療の方向性を指し示すものであ

った。裁判所は、鑑定結果に基づき、入院継続

の決定を行った。 

 

Ｄ．考察 

裁判所の統計（最高裁判所事務総局刑事局：

平成18年、23年、28年、令和2年における刑事事

件の概況.法曹時報収載）によれば、医療観察法

施行から2020年までの52条鑑定実施は11件、52

条鑑定実施率は高い年でも0.29％に止まる。本

研究で収集できた52条鑑定事例は4例に過ぎな

いが、52条鑑定実施事例全体の36.4％をしめて

いる。 

退院・入院継続の審判では、医療観察法によ

る医療の必要性は、指定入院医療機関の管理者

の意見を基礎として判断される。52条鑑定は、

裁判所が、指定入院医療機関の管理者の意見だ

けでは十分な判断が行えない場合に行われる

ものであり、指定入院医療機関の管理者の意見

に対して裁判所が懸念や疑義をもった場合に

実施されるものといえる。今回収集できた事例

の範囲では、52条鑑定が実施される経緯は、（1）

精神科診断の困難な場合と（2）治療反応性や社

会復帰要因の評価に懸念がある場合の2つに大

別される。 

今回収集できた52条鑑定事例からみるかぎ

りでは、裁判所は、たとえば疾病性がなくなっ

たというようにひとつの要件を満たさなくな

ったという理由だけで、退院許可や処遇終了決

定を行っているわけではないことが示唆され

る。むしろ、指定入院医療機関からの疾病性が

ないという理由による申立てに対しても、治療

反応性や社会復帰要因などにも目配りし、52条

鑑定を実施したうえで、処遇終了を決定してい

る。今回収集できた事例の範囲ではあるが、退

院・入院継続に関する審判に関しては、医療観

察法による医療の必要性は、3要件というより

は3要素として判断されている可能性が示唆さ

れる。 

52条鑑定事例は少数ではあるが、裁判所が指

定入院医療機関の管理者の意見のどのような

点に懸念や疑義をもつのか、52条鑑定の結果も

受けて、裁判所がどのように決定を行ったのか

などを示すものである。今回収集することがで

きた52条鑑定事例をもとに、指定入院医療機関

から処遇終了申立てを行う場合に考慮される

べきことについて考察する。 

当初審判で認定された精神疾患の存在が否

定された場合、疾病性の要件を満たさず、医療

観察法による医療の必要性がなくなったと考

えることは論理的にはありえるかもしれない

が、裁判所は、そのような判断方法はとらない

ようである。指定入院医療機関からの処遇終了

申立を疾病性だけを理由として行うことは適

切とはいえないであろう。なお、精神科診断が

変更された場合には、それに伴って治療反応性

や社会復帰要因の評価も変化する。精神科診断

が変更された場合には、新たな精神科診断のも

とでの治療反応性や社会復帰要因の評価を行

うのが適切と思われる。 

退院・入院継続の審判にあたり、裁判所は、

対象者が退院や処遇終了後にどのような生活

環境におかれるのか、治療継続や危機介入のた
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めにどのような支援体制が構築されるのかに

ついて強い関心をもっている。これは、社会復

帰要因に関する評価であり、退院・処遇終了後

の受け皿の選択を意味している。退院・処遇終

了後の受け皿の選択は、指定入院医療機関だけ

で行えるものではなく、社会復帰調整官による

生活環境調整によるところも大きい。指定入院

医療機関としては、対象者の社会生活能力につ

いてアセスメントを繰り返し、どの程度までの

回復が可能であるかを見極めておく必要があ

ると思われるが、この評価は、治療反応性とも

密接に関連した評価といえよう。 

治療反応性の評価にあたっては、時間軸を考

慮する必要がある。当初審判における治療反応

性の評価は、医療観察法鑑定等で得られた情報

に基づく見込みであり実際の治療は実施され

ていない状況での評価であるのに対して、退

院・入院継続の審判での治療反応性の評価は、

指定入院医療機関において実際に治療を行っ

たうえでの評価である。治療に難渋し、入院が

長期化している対象者に関して、指定入院医療

機関から処遇終了の申立てを行う場合には、治

療反応性の評価がもっとも重要であり、現在の

精神科医療の水準で対象者に行いえる治療が

尽くされており、これ以上の改善が望めないこ

とが確認されたうえで、処遇終了の申立てを行

うことが望ましいといえよう。 

治療が尽くされているかどうかの確認のた

めには、治療者から独立した第三者的な立場か

らの評価が有益な場合は少なくないと思われ

る。現在、複雑事例について、他の指定入院医

療機関によるコンサルテーションが行われて

いるが、治療に難渋している対象者の治療・評

価にあたっては、こうしたコンサルテーション

を受け、その助言を治療・評価に活かすことは、

治療が尽くされていることを確認するために

も有用な手段といえよう。 

治療が尽くされていることを確認するため

には、一定の時間をかけることも重要である。

ただし、その確認のために入院期間が長引きす

ぎても、今度は、治療なき拘禁のリスクが生じ

ることになる。治療やそれに対する反応は個々

の事例によっても異なることを考えれば、治療

が尽くされていることの確認は、両者のバラン

スを考慮したうえで、個々の事例ごとに行われ

るべきものといえよう。 

また、裁判所が、指定入院医療機関の管理者

の意見に疑義や懸念を感じ、カンファレンスな

どを行っても疑義や懸念が解消されない場合

には、対象者のより適切な処遇を検討するため

に、積極的に52条鑑定を実施することが望まし

いと思われる。 

 

Ｅ．結論 

 指定入院医療機関を対象として52条鑑定事

例に関する情報を収集した。4施設から4事例の

52条鑑定事例を収集した。収集できた52条鑑定

事例から得られた情報の範囲では、退院・入院

継続の審判では、医療観察法による医療の必要

性の評価で問題とされる、疾病性、治療反応性、

社会復帰要因は、要件というよりは、要素とし

て評価されている可能性が示唆された。また、

指定入院医療機関から処遇終了の申立てを行

う場合に考慮すべきことについて、事例に基づ

いて考察した。疾病性だけを理由とした申立て

は適切とはいえないこと、治療反応性の評価が

もっとも重要であること、治療が尽くされてい

ることを確認するためには他の指定入院医療

機関によるコンサルテーションを活用や52条

鑑定の積極的な実施が有用と思われることを

指摘した。 
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